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199 条第２項の規定による行政監査を行ったので、同条第９項の規定によりその結果に関
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第１ 監査の概要 

１ 監査のテーマ 

上田市の内部統制体制の整備について －令和５年度との比較から－ 

 

２ 監査の目的 

地方自治法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 54 号）により、地方公共団体に

おける内部統制制度が導入されました。内部統制に関する方針の策定と体制の整備が義務

付けられた都道府県及び政令指定都市、あるいは自発的に導入した自治体では規模や特性

に応じて柔軟に運用されています。 

国は令和６年３月に「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」

を改正しました。主な改定点として、内部統制の４つの目的のうち「２財務報告等の信頼

性の確保」を「２報告の信頼性の確保」とし、対象を財務以外の事務（非財務事務）等にも

拡大しました（下線部、引用者）。また、自治体からの改正意見を踏まえ、内部統制制度の

導入等を行う際には、「監査委員との意見交換等を通じ、団体の規模・特性に応じて柔軟に

対応することが望ましい」とする項目等を盛り込みました。 

上田市は努力義務が課せられており、人口減少社会に対応するための組織体制の構築や

ガバナンスの強化に向け、内部統制の制度化に向けた備えを怠らないことが課題となって

います。 

上田市の内部統制に係るこれまでの取組について、総務部行政管理課は内部統制に関す

る職員研修を毎年行い、令和６年３月は監査委員と共催により実施し、また、不適切事案

に関する調査や職員アンケートを行いました。 

監査委員は上田市監査基準を変更（令和４年 12 月）し、「内部統制に依拠した監査」の

実施を盛り込みました。監査において内部統制の不備や必要性、改善の観点から指摘等を

行いました。令和５年度行政監査では上田市の内部統制制度について監査し、現状分析と

内部統制制度導入に向けた提言を行いました。 

今年度の行政監査では前年度と同様「内部統制質問書」の回答に即して、内部統制の趣

旨や目的の理解の進展について現状分析、課題整理を行い、特に各課所・職員の内部統制

への取組に着目し、必要な提言を行いました。 

本監査により個別に指摘等を行うものではありません。この報告書は結果の数値的なと

りまとめだけでなく、各課所が記載した課題や取組状況の一部を掲載していますので、良

い事例などを参考に内部統制向上に役立てていただければ幸いです。 

 

３ 監査の方法 

本監査は次の方法により行いました。以下、調書９は 22～25頁を参照ください。 

⑴ 内部統制質問書（定例監査等基本調書９）による現状及び課題の整理、分析 

① Ⅰ内部統制手続の取組状況…全 20 項目においてＡ：良くできている、Ｂ：一部でき

ている、Ｃ：できていない、Ｄ：該当/実績なしを評価し、さらにその評価が前年度と

比較して◎：改善があった、●：現状維持、△：後退又は取組不十分の中から選択。ま

た摘要欄に取組状況、課題を記入（◎・●・△の選択は今年度から実施）。 
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② Ⅱリスク（財務・非財務事務ミス）防止取組状況…財務又は非財務事務のリスクを２

つ取り上げ、リスク発生の原因、発生防止の対応策等に加え、今年度から対応策を講じ

る上でのルール（条例、内規等）の「整備状況」とルールに基づく「運用状況」につい

てそれぞれ評価を求めました。選択するリスクは、総務省「財務に関する事務について

のリスク例」（以下「リスク例」という。）、又は過去の監査結果等から選択するものと

しました。 

⑵ 対象機関へのヒアリング等（財務監査と連携実施） 

  財務監査と連携し、対象機関に対し監査委員又は事務局職員によるヒアリング等を行

い、必要に応じて口頭で指導等を実施。実施機関については「令和６年度財務監査（定

期）結果報告書（第２回）」（14頁）を参照ください。 

 

４ 監査の対象 

上田市の全機関及び財産区 

 

５ 実施期間 

令和６年４月 18日から令和７年２月 13日まで  
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第２ 監査の結果 
１ 調書９「Ⅰ 内部統制手続の取組状況」について 

⑴ 結果の概要 

結果は表１のとおりです。 

表１ [Ⅰ 内部統制手続の取組状況 自己評価欄 集計結果] 

 

 

No. 大分類 中分類 対応策 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 比率

◎ 7 8 15 12.8

● 75 24 1 100 85.5

△ 2 2 1.7

計 82 34 1 117 TRUE

◎ 9 9 18 15.4

● 59 35 3 97 82.9

△ 2 2 1.7

計 68 46 3 117 TRUE

◎ 5 5 10 8.5

● 72 27 99 84.6

△ 7 1 8 6.8

計 77 39 1 117 TRUE

◎ 3 10 13 11.1

● 60 32 5 2 99 84.6

△ 3 2 5 4.3

計 63 45 7 2 117 TRUE

◎ 5 2 7 6.0

● 93 15 1 1 110 94.0

△ 0 0.0

計 98 17 1 1 117 TRUE

◎ 3 11 14 12.0

● 37 47 6 9 99 84.6

△ 4 4 3.4

計 40 62 6 9 117 TRUE

◎ 3 11 1 15 12.8

● 47 41 2 9 99 84.6

△ 3 3 2.6

計 50 55 3 9 117 TRUE

◎ 5 13 18 15.4

● 47 44 4 2 97 82.9

△ 2 2 1.7

計 52 59 4 2 117 TRUE

◎ 2 2 4 3.4

● 83 27 110 94.0

△ 2 1 3 2.6

計 85 31 1 117 TRUE

◎ 4 7 11 9.4

● 73 26 1 100 85.5

△ 6 6 5.1

計 77 39 1 117 TRUE

　　 １
制度の仕組や
事 務 処 理 手
順、財務事務
システムの確
実な理解

　　⑴
規則 、要
綱 、 マ
ニ ュ ア
ル、 引継
書等 の整
備

整理・確認

変更点の確認、
修正

確実な引き継ぎ
等、理解の共有

課内・関係課等
との勉強会の開
催等OJTの実施

　　⑵
理解 促進
の取組

研修の実施、研
修の受講

会計課検査指導
事項、事務ミス
事例集活用

　　⑶
不適 切事
案発 生時
の対応

情報共有、原因
分析、再発防止
策策定・実行

定期的な進捗管
理、打ち合せの
実施

　　 ２
事務の確実な
進捗管理

　　⑷
事務処理
スケ
ジュール

スケ ジュ ール
（処理期限）の
可視化

関係者間での情
報共有

2

7

6

5

4

3

10

9

8

1
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（続き） 

 

注…表１において、青系色は◎：改善。赤系色は△：後退/取組不十分を表しています。右端列の「比

率」に着色がある項目は比率が比較的高いものです。 

No. 大分類 中分類 対応策 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 比率

◎ 9 6 15 12.8

● 37 56 3 3 99 84.6

△ 3 3 2.6

計 46 65 3 3 117 TRUE

◎ 7 9 16 13.7

● 75 20 1 96 82.1

△ 5 5 4.3

計 82 34 1 117 TRUE

◎ 3 17 20 17.1

● 29 46 10 4 89 76.1

△ 5 3 8 6.8

計 32 68 13 4 117 TRUE

◎ 2 8 10 8.5

● 63 28 5 11 107 91.5

△ 0 0.0

計 65 36 5 11 117 TRUE

◎ 5 5 4.3

● 63 40 8 111 94.9

△ 1 1 0.9

計 68 41 8 117 TRUE

◎ 2 4 6 5.1

● 75 30 1 106 90.6

△ 3 2 5 4.3

計 77 37 3 117 TRUE

◎ 7 3 10 8.5

● 91 15 1 107 91.5

△ 0 0.0

計 98 18 1 117 TRUE

◎ 7 7 1 15 12.8

● 71 29 100 85.5

△ 2 2 1.7

計 78 38 1 117 TRUE

◎ 6 4 10 8.5

● 89 15 3 107 91.5

△ 0 0.0

計 95 19 3 117 TRUE

◎ 5 3 8 6.8

● 94 14 108 92.3

△ 1 1 0.9

計 99 18 117 TRUE

1,432 801 57 50 2,340

◎ 99 139 2 0 240 10.3

● 1,333 611 46 50 2,040 87.2

△ 0 51 9 0 60 2.6

計 1,432 801 57 50 2,340

　　 ３
チェック体制
の確保

　　⑸
実効 性の
あ る
チェ ック
の実施

チェ ック リス
ト、作業手順書
（概要書等）等
の整理活用

ダブルチェック
の確 実な 実施
（可視化）

複数担当制（副
担当が定期的に
事務処理）

担当外職員によ
るチェック（完
了検査等）

現地調査、事務
調査等適切な内
容確認

保管場所の明確
化、情報共有

適切な保管状況
の確保（施錠、
台帳、パスワー
ド）

　　⑹
会 計 書
類、 財産
の適 切な
管理

物品、備品の整
理整頓

16

15

14

13

12

合　　計

11

20

19

18

17

　　 ４
風通しのよい
職場づくり

　　⑺
相談 しや
すい 人間
関係

定期 的な ミー
ティング、個別
相談

報告、連絡、相
談の習慣
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まず、Ａ～Ｄ評価について、合計 2,340 回答のうち、Ａ（良くできている）が 1,432（構

成比 61％）、Ｂ（一部できている）が 801（同 34％）、Ｃ（できていない）が 57（同 2％）、

Ｄ（該当・実績なし）が 50（同 2％）となりました（構成比は表示単位未満を四捨五入し

ているため合計が 100％になりません。以下同じ。）。 

次に、◎・●・△評価について、2,340 のうち、◎（改善した）が 240（同 10％）、●

（現状維持）が 2,040（同 87％）、△（後退・不十分）が 60（同３％）となりました。 

評価別にみると、Ａ評価 1,432 のうち、◎が 99（同７％）、●が 1,333（同 93％）、△

が０（同０％）となりました。Ｂ評価 801 のうち、◎が 139（同 17％）、●が 611（同 76％）、

△が 51（同６％）となりました。Ｃ評価 57 のうち、◎が２（同４％）、●が 46（同 81％）、

△が９（同 16％）となりました。 

全体としては、Ａ評価の●の選択数が 1,333 で最も多く、次いでＢ評価の●が 611 と

なりました。◎は、Ａ評価が 99で、Ｂ評価が 139 となりました。Ｃ評価でも２ありまし

た。また、△は、Ｂ評価で 51、Ｃ評価で９となりました。 

 

 ⑵ 内部統制手続の取組状況 摘要欄（取組状況・課題）について 

次に、調書の摘要欄（取組状況・課題）の記載内容を◎：改善と△：後退・取組不十分

を中心に、中分類ごと特徴的な内容について見ていきます。 

 

表２-①：中分類⑴ 規則、要綱、マニュアル、引継書等の整備 

 

No. 大分類 中分類 対応策 評価
Ａ

良くできている
Ｂ

一部できている
Ｃ

できていない
レジのボタン配置の変
更・整理

一部マニュアル未整備の
事務について作成を開始

窓口業務等でマニュアル
作成済

職員3名中 2名異動（1
減）を機に一部作成・整
理した。

既存マニュアルの更新と
必要に応じて新たに整備
する

マニュアル作成等なし

全ての業務をマニュアル
化することは困難

使用料の改定に伴い、手
引書を改定した。組織改
正に伴い、関連規則を改
正した。

可能なものから実態に即
した内容へ修正

法令改正に伴い修正済み
作成したマニュアルの更
新を適切に実施した

△ マニュアル作成等なし

異動時の業務引継ぎを複
数人で行った

分からない時は職員相互
でサポートしている

人事異動の備え各担当業
務を記載 館内会議での
職員への周知

担当職員ごと管理、副担
当と共有

準備期間が設定できたこ
とで、適切な引継を実
施。

引継不備による予算執行
処理ミスあり

担当職員不在のため
（退職）

組織改正による担当業務
増、13人中6人異動
（コロナ禍の影響で）数
年ぶりの事業について、
経験職員が異動により不
在、再開実施に更なる負
担を要した
所管替えがあり一部不十
分だった

確実 な引
き 継 ぎ
等、 理解
の共有

◎

△

　　１
制度 の仕
組や 事務
処 理 手
順、 財務
事務 シス
テム の確
実な理解

　　⑴
規則 、要
綱 、 マ
ニ ュ ア
ル、 引継
書等 の整
備

1 整理・確認

◎

△

2
変更 点の
確認 、修
正

◎

3
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中分類⑴は、４つの対応策（No.１～No.４）により状況を確認したものです。表１のと

おり No.１整理・確認と No.２変更点の確認、修正は、◎とした項目が比較的多く、改善

が伺えます。表２-①によると、No.１はＢ評価◎で「一部マニュアル未整備の事務につい

て作成を開始」などあり、事務改善が進んでいますが、Ｂ評価△は「全ての業務をマニュ

アル化することは困難」とあります。内部統制は事務ミス等を未然に防ぐ取組につなげ

ることが重要です。全ての業務のマニュアル化は現実的でありませんので、例えば、マニ

ュアル整備されているもの、されていないものを整理し、されていないものについてリ

スクの重要性を考慮し優先順位をつけてマニュアル整備を行うことが対応として考えら

れます。 

No．３確実な引き継ぎ等、理解の共有は、表１のとおり全 20 項目のなかで△が最も多

い結果となっています。表２によるとＢ評価△で「引継不備による予算執行処理ミスあ

り」、「組織改正による担当業務増、13人中６人異動」、Ｃ評価△で「担当職員不在（退職）

のため」などと記載があり、異動時の引継に課題があったことがわかります。その一方で

◎評価を見てみると、「異動時の業務引継ぎを複数人で行った」など異動等に伴う事務引

継リスクを組織的に対応することで業務の停滞を防いでいます。他部署の参考となる取

組です。 

 

表２-②：中分類⑵ 理解促進の取組 

 

   中分類⑵は表２-②のとおりです。 

  

No. 大分類 中分類 対応策 評価
Ａ

良くできている
Ｂ

一部できている
Ｃ

できていない
債権所管課に対するヒア
リングの実施。

情報発信、勉強会を開催
した

関係課と連携した
上田文化会館との技術交
流研修を実施することで
一致
勉強会は必要に応じて
OJTは継続的に実施
事務処理の打ち合わせを
適宜実施したが、勉強
会・OJT等は実施できな
かった。

取組みなし

関係課等との勉強会につ
いて一部不十分

（続き）
　　⑴
規則 、要
綱 、 マ
ニ ュ ア
ル、 引継
書等 の整
備

（続き）
　　１
制度 の仕
組や 事務
処 理 手
順、 財務
事務 シス
テム の確
実な理解

4

課内 ・関
係課 等と
の勉 強会
の開 催等
OJTの実施

◎

△

No. 大分類 中分類 対応策 評価
Ａ

良くできている
Ｂ

一部できている
Ｃ

できていない

参加任意の庁内研修など
にも必要に応じて積極的
に参加している

研修実施とともに、園長
経験者の政策幹着任等に
より、保育現場のサポー
ト体制を整備し、保育士
の資質向上に取り組ん
だ。

職員の積極的な研修受講
を促進している。
会計課作成のチェックリ
ストで事前に確認

過去の事例より改善に努
めている
係内で情報共有し、再発
を防ぐ
新規学校事務職員への事
務指導、サポートを実施

△
会計課からの差し戻しが
複数回発生した。

5
研修 の実
施、 研修
の受講

◎

6

会計 課検
査指 導事
項、 事務
ミス 事例
集活用

◎

　　⑵
理解 促進
の取組

（続き）
　　１
制度 の仕
組や 事務
処 理 手
順、 財務
事務 シス
テム の確
実な理解
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表２-③：中分類⑶ 不適切事案発生時の対応 

 

中分類⑶は表２-③のとおりです。 

 

表２-④：中分類⑷ 事務処理スケジュール 

 

中分類⑷は「事務処理スケジュール」について３つの対応策（No.８～No.10）により取

組状況を確認するものです。表１のとおり◎が多く、表２-④によると No．８スケジュー

ル（処理期限）の可視化において、（Ｂ評価◎）「保育現場のスケジュールを保育課スケジ

ュール表で確認できるよう改善した」とあるように出先機関との情報共有をシステム的

に行い、スケジュールを可視化できるよう整備している事例がありました。 

一方、No.９関係者間での情報共有において、（Ｃ評価△）「関係者において未共有あり」、

（Ｂ評価△）「外部機関との打合せ不足があった」と記載がありました。こうした結果を

踏まえ、（Ａ評価◎）「情報の共有についてのルール作り」とあるような、改善への取組に

つなげることが重要です。 

 

  

No. 大分類 中分類 対応策 評価
Ａ

良くできている
Ｂ

一部できている
Ｃ

できていない

係内で情報共有し対応し
た

事象発生時には速やかに
報告するよう課内会議で
共有

学校回送処理のチェック
表を共有ボードに掲示
し、ダブルチェック体制
とした。

法的解釈に疑義のある事
務は県に確認し、結果の
情報共有を実施
ミス発生時に事例を職員
間で回覧、ミーティング
等での報告により共有
原因分析と再発防止に取
り組んでいるが、現時点
では再発防止策の体系的
な取りまとめには至って
いない。
委託業者との連携不足が
一部あった

（続き）
　　１
制度 の仕
組や 事務
処 理 手
順、 財務
事務 シス
テム の確
実な理解

7

　　⑶
不適 切事
案発 生時
の対応

情 報 共
有、 原因
分析 、再
発防 止策
策定 ・実
行

◎

△

No. 大分類 中分類 対応策 評価
Ａ

良くできている
Ｂ

一部できている
Ｃ

できていない

新センター整備事業のス
ケジュール作成

保育現場のスケジュール
を保育課スケジュール表
で確認できるよう改善し
た。

閲覧可能なスケジュール
表に各々記載

期限があるものは可視化
を図った
締切日から通知発送まで
のスケジュールの徹底

△
一部可視化が不十分だっ
た

◎
情報の共有についての
ルール作り。

△
外部機関との打合せ不足
があった

関係者において未共有あ
り

担当業務の調整や進捗管
理のための課長・係長打
ち合わせを定期的に開催

ヒアリングをした債権に
ついて報告を求める（R5
から）

事業開始時に回覧板等で
課内で対応マニュアル等
共有した

進捗又は四半期を目途に
課内会議を開催
業務多忙のため場当たり
的の対応

△

8

　　２
事務 の確
実な 進捗
管理

　　⑷
事務処理
スケ
ジュール

ス ケ
ジュ ール
（処 理期
限） の可
視化

◎

9
関係 者間
での 情報
共有

10

定期 的な
進 捗 管
理、 打ち
合せ の実
施

◎
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表２-⑤：中分類⑸ 実効性のあるチェックの実施 

 

中分類⑸は、「実効性のあるチェックの実施」について６つの対応策（No.11～No.16）

により状況を確認しています。No.11チェックリスト、作業手順書（概要書等）等の整理

活用において、（Ｂ評価△）「業務の内容が多岐に渡るため全ての対応は困難」と記載があ

No. 大分類 中分類 対応策 評価
Ａ

良くできている
Ｂ

一部できている
Ｃ

できていない
チェックリスト等を作成
する取り組みを進めた。

一部事務処理で手順書を
作成し活用

必要に応じて適宜作成し
実施 人事異動の備え各
担当業務を記載

随時更新、事業ごとＱ＆
Ａを作成

窓 口 業 務 に お い て 、
チェックリスト作成済。

請負業者から提出される
施 工 計 画 に つ い て は
チェックリストを作成し
ている。
業務の内容が多岐に渡る
ため全ての対応は困難
会計課からの差し戻しが
複数回発生した。

副担当、係長等の複数名
での確認（マニュアル明
記）

全業務実施には至らない
が、郵送物の同封文書等
でも実施

事務の担当者を増やし、
事務を分担して行うよう
にした

伝票類や施行伺等の二重
チェック実施

担当者間、係長の照査
後、伺い決裁
Teamsによる情報共有の
徹底（相談、決裁時に実
施）

△
職員数減により、作業効
率が低下した。

次年度のジョブローテー
ションを見据え、副担当
による事務処理を実施

人事異動に伴い、担当を
二人体制とした

給与業務等については、
複数担当で対応すること
とした

担当替えにより異動時に
も対応できるよう配慮

一つの事業に係る事務を
複数人で行うことで対応
大型事業については副担
当を定めている
主担当不在時のバック
アップが昨年より改善さ
れた。
事務の担当者を増やし、
事務を分担して行うよう
にした

△
職員数減により、作業効
率が低下した。

副担当制によるが、専門
性が高く実際には困難

検査は担当職員以外が実
施

担当職員がセルフチェッ
ク後、別の職員がダブル
チェック
担当外のﾁｪｯｸ体制の実施
を推進

指定管理施設による修繕
工事など、現場を事前に
確認し、効率的な修繕方
法などを検討
現地調査による確認を強
化

△
職員数減により、作業効
率が低下した。

課内で保管場所の情報共
有を実施

書類整理を行い一部は明
確化できた

施設ごと整理に取り組ん
でいる。

簿冊の年度ごとの保管を
徹底
過年度の書類の保管場所
について大まかなルール
はあるが、明確に定めて
いないものがある。

関係課との書類の引継ぎ
に係るルール化が必要

文書化していない

　　３
チェ ック
体制 の確
保

　　⑸
実効 性の
あ る
チェ ック
の実施

◎

16

保管 場所
の 明 確
化、 情報
共有

◎

△

13

複数 担当
制（ 副担
当が 定期
的に 事務
処理）

◎

14

担当外職員
に よ る
チ ェ ッ ク
（完了検査
等）

◎

15

現 地 調
査、 事務
調査 等適
切な 内容
確認

11

チェ ック
リス ト、
作業 手順
書（ 概要
書等 ）等
の整 理活
用

◎

△

12

ダ ブ ル
チェ ック
の確 実な
実施 （可
視化）

◎
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る一方で、（Ｂ評価◎）「一部事務処理で手順書を作成し活用」、「随時更新、事業ごとＱ＆

Ａを作成」、「請負業者から提出される施工計画についてはチェックリストを作成してい

る」、（Ａ評価◎）「チェックリスト等を作成する取組を進めた。」、「必要に応じて適宜作成

し実施、人事異動に備え各担当業務を記載」など独自の取組も確認できました。まずはで

きるところから取り組むことが重要です。 

No.13複数担当制（副担当が定期的に事務処理）は、職場の人員状況によって対応が難

しい面があると推察しますが、改善◎が多く、各課所での工夫した取組が確認できまし

た。（Ｂ評価◎）「人事異動に伴い、担当を二人体制とした」、「担当替えにより異動時にも

対応できるよう配慮」、「一つの事業に係る事務を複数人で行うことで対応」、「大型事業

については副担当を定めている」、「事務の担当者を増やし、事務を分担して行うように

した」、（Ａ評価◎）「次年度のジョブローテーションを見据え、副担当による事務処理を

実施」、「給与業務等については、複数担当で対応することとした」など、事務ミス防止だ

けでなく、限られた人材の中でも業務の停滞や属人化の防止も考慮した取組が行われて

いることが確認できます。 

 

表２-⑥：中分類⑹ 会計書類、財産の適切な管理、中分類⑺ 相談しやすい人間関係 

 

中分類⑹及び⑺は表２-⑥のとおりです。 

 

⑶ 「●：現状維持」評価について 

最後に各評価において●：現状維持を選択した項目について取り上げます。なお、表の

掲載は省略します。以下、カッコ内の「No.」は表２に対応しています。 

ア Ｃ評価：●について 

Ｃ評価●は、次のとおり課題を把握しつつ手が打てていない状況が一部で伺えまし

た。「再発防止策策定が未実施」（No.７）、「事務以外の業務に追われなかなか難しい状

No. 大分類 中分類 対応策 評価
Ａ

良くできている
Ｂ

一部できている
Ｃ

できていない
適切に保管、退出時に執
務室を施錠(複数担当）

重要書類は金庫へ保管

入札前の設計書について
は、施錠保管

協議会等の公印の施錠管
理を実施

公印を金庫で保管するこ
ととした

定期的に実施 (複数担
当）

備品の保管場所を確認し
た。

改めて備品を台帳化し財
務会計システムとの突合
を進めた

倉庫の整理整頓を実施
倉庫備品の台帳を作成し
た。

△ 不要な物品の整理が必要

都度打合せや個別相談を
実施することができた

日常の声掛け、係会議の
実施

実施時期や職員の状況を
見極めながら定期的に実
施
急を要する業務について
の情報共有や担当者間で
相談し合える関係が築か
れている

習慣化が図れるよう積極
的な声掛け等取り組みを
実施。

密に報告、連絡、相談が
実施できた
相談しやすい環境づくり
に努めている

△
報告、相談が一部できて
いなかった

17
　　⑹
会 計 書
類、 財産
の適 切な
管理

適切な保管
状況の確保
（施錠、台
帳 、 パ ス
ワード）

◎

18
◎

19

　 ４
風通 しの
よい 職場
づくり

　　⑺
相談 しや
すい 人間
関係

定期 的な
ミー ティ
ング 、個
別相談

◎

20
報告 、連
絡、 相談
の習慣

◎

（続き）
　　３
チェ ック
体制 の確
保 物品 、備

品の 整理
整頓
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況」（No.８）、「スケジュール管理の徹底が必要」（同）、「副担当はいるが事務は主担当

が行っている」（No.13）、「副担当を決めているがチェックは行っていない」（同）。それ

ぞれ課題が把握できていますので、改善に向けた取組が必要です。 

 

イ Ｂ評価：●について 

Ｂ評価●は、評価の傾向に２パターンありました。 

一方は、「詳細な手順を載せていない業務あり」（No.１）、「担当業務の根拠法令把握

不足がある」（同）、「都度実施しているか、一部乖
か い

離あり。修正が必要。」（No.２）、「一

部担当者の引継が不十分だった」（No.３）、「関係課との調整不足が残っている。」（No.

４）、「担当個々の対応にとどまる」（No.６）、「事案発生時速やかな情報共有が一部不十

分だった」（No.７）、「副担当は決めているが、細かくは見ていない」（No.13）、「修繕等

実施個所が膨大なため、完了時は竣工写真等をチェック」（No.15）、「保管場所が担当者

以外にはわかりづらい」（No.16）、「一部施錠のできない収納庫あり」（No.17）、「廃棄年

度を過ぎた文書が一部廃棄できていない。」（No.18）、「報告ができない場合がある」

（No.20）、「習慣はない」（同）などのように、「実施したが課題があった」、又は「実施

できていない」ことを課題と認識し、マイナス評価としたものです。評価基準がＣ評価

に近いと言えます。 

もう一方は、「一部業務でマニュアル作成済み」（No.１）、「不整合が生じた部分を都

度修正」(No.２)、「職員３名中２名異動（１減）を機に一部作成・整理した。」（No.３）、

「他市町村等で事案が発生するなどした際、情報共有等に努めている」（No.７）、「事業

計画を共有し進捗管理を図っている」(No.８)、「チェックリスト等を使用しての確認

を行っている」（No.11）、「現金の管理等必要な業務においてチェック体制を整備して

いる」（No.12）、「各業務に副担当を設け、複数体制でチェック」（No.13）、「担当業務多

忙時には積極的に課員に援助を要請」（同）、「申請に対し独自に確認を行っている。」

（No.15）、「事業の進捗・完成確認のため、係長（課長）が実施」（同）などのように、

「完全ではないものの実施できている」ことを捉え、プラス評価としたものです。これ

は本報告書では触れていませんがＡ評価に近い評価基準です。 

評価が分かれた原因は、Ｂ評価が「一部
・ ・

できて
・ ・ ・

いる
・ ・

」と設定したことによるものと考

えられます。つまり評価者が「一部できている」ことにフォーカスすればプラス評価と

なり、逆に「できていない」ことにフォーカスすればマイナス評価となるということで

す。 

 

ウ Ａ評価：●について 

評価項目の中で最も選択数が多かったＡ評価●は、Ｂ評価以上に分析が難しい結果

となりました。内部統制制度を導入していない中で、内部統制手続の継続的な見直し

を行い、意識的に取り組んでいるからＡ評価としているのか。それとも従来どおり慣

習的な取組でミスや不祥事が起きていないからという理由でＡ評価としているのか。

真に有効的な取組となっているのか今回の調査結果から判断できませんでした。導入

自治体の中には、内部統制が事務ミス防止等の手段ではなくそれ自体が目的となり、

制度の形骸化を招いている事例があるようです。現状維持●という評価基準には、こ
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うした制度の形骸化を招く要因が含まれていると考えられます。 

 

２ 調書９「Ⅱ リスク（財務・非財務事務ミス）防止取組状況」について 

 ⑴ 結果の概要 

   結果の概要は表３のとおりです。 

 

表３ リスク（財務・非財務事務ミス）防止取組状況 選択リスク集計 

  

重要度：高

No. リスク 影響度：大

1 3 進捗管理の未実施 23 11 34 14.8 2

2 1 不十分な引継ぎ 20 14 34 29.6 1

3 0 ※　非財務リスク（自由記述） 19 12 31 43.0 -

4 51 不十分な資産管理 14 10 24 53.5 3

5 56 現金の紛失 11 1 12 58.7 5

6 49 システムへの科目入力ミス 2 9 11 63.5 4

7 25 個人情報の漏えい・紛失 10 10 67.8 6

8 34 横領 6 6 70.4 12

9 2 説明責任の欠如 3 2 5 72.6 15

10 46 データの二重入力 2 3 5 74.8 14

11 40 検収漏れ 5 5 77.0 9

12 17 不適切な契約内容による業務委託 4 4 78.7 7

13 7 郵送時の相手先誤り 2 2 4 80.4 8

〃 39 過少徴収 2 2 4 82.2 12

15 52 固定資産の非有効活用 3 3 83.5 -

〃 55 耐震基準不足 3 3 84.8 10

17 42 支払誤り 2 1 3 86.1 11

18 11 委託業者トラブル 1 2 3 87.4 15

19 8 意思決定プロセスの無視 3 3 88.7 -

20 5 業務上の出力ミス 2 2 89.6 -

〃 44 過少入力 2 2 90.4 -

22 22 証明書の発行時における人違い 1 1 2 91.3 -

〃 48 受入内容のミス 1 1 2 92.2 27

24 16 予算消化のための経費支出 2 2 93.0 -

〃 37 過大徴収 2 2 93.9 -

26 6 郵送時の手続きミス 1 1 94.3 27

〃 12 システムダウン 1 1 94.8 -

〃 18 不正要求 1 1 95.2 27

〃 19 不当要求 1 1 95.7 17

26 24 なりすまし 1 1 96.1 17

〃 29 違法建築物の放置 1 1 96.5 17

〃 33 収賄 1 1 97.0 15

〃 36 不適切な価格での契約 1 1 97.4 17

〃 59 発注価額の誤り 1 1 97.8 16

その他
前年度
順位

順
位 合計

累積
構成比

選択したリスク
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（続き） 

 

表３は選択したリスクの多い順に、同数のものはリスクの「重要度が高く、影響度が大

きい」と評価した数が多いものを上位としたものです。 

全体で 230 回答を得ました。そのうち重要度：高、影響度：大が 142 で全体の 61.7％、

残りの 88（同 38.3％）がその他となりました。順位３の非財務リスクは 31 あり、全体

の 13.5％でした。非財務リスクの内容等については後述します。 

今年度はリスクを２つ選ぶことを必須としたため、前年度と単純な比較はできません

が、上位となったリスクは前年度と同様の傾向がありました（表の左端列が今年度順位

で、右端列が前年度順位。）。上位５項目で全体の約６割選択される結果となりました。 

選択数の少ない項目であっても、それぞれ抱える特有のリスクを選択したものであっ

て、各課所の事務・事業の特徴をよく捉えた回答であったと評価できます。 

 

⑵ 非財務リスクについて 

上述のとおり、非財務リスクは 31回答ありました。内容を見るとリスク例に分類でき

るものもありますが、過去の監査結果や事務ミス等を参考に自課所の事務リスクを自主

的に洗い出し、独自のリスクとして取り上げたことに内部統制の意義があります。 

31 回答のうち、特徴的なものを挙げると「登録後 16～28 年経過した公用車の使用」、

「財務報告等への信頼性の低下」、「補助金手続きの不備」、「実務運用上における法解釈

の誤り」、「不適切保育の発生」、「歳入額の過大・過少請求」、「普通財産の土地の管理につ

いて」、「マイクロバスの管理について」、「福祉施設の老朽化、更新」、「来庁者の待ち時

間・接遇への苦情」、「調剤の誤り」、「同姓同名患者の誤り」、「投票管理誤り」、「施設緊急

通報（集中監視）の対応遅延による水道施設事故発生、拡大」、「諸団体事務の事業執行」

など各課所固有のリスクとなっています。 

 

⑶ 「整備状況評価」及び「運用状況評価」について 

表４は、「重要度：高、影響度：大」の項目のうち、選択数の多い順に「整備状況評価」

欄、「運用状況評価」欄の内容を中心に特徴的なものを取り上げました。 

  

重要度：高

No. リスク 影響度：大

35 4 情報の隠ぺい 1 1 98.3 17

〃 9 事前調査の未実施 1 1 98.7 27

〃 10 職員間トラブル 1 1 99.1 17

〃 27 不正アクセス 1 1 99.6 -

〃 32 不必要な出張の実施 1 1 100.0 17

142 88 230

順
位

選択したリスク
その他 合計

累積
構成比

前年度
順位

合　　計
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表４ Ⅱリスク（財務・非財務事務ミス）防止取組状況 抜粋 

 

 

 

結
果

改
善
内
容

結
果

改
善
内
容

1
3

進
捗
管
理
の
未
実

施
委

託
料

で
取

得
し
た

備
品

類
の

登
録
漏
れ

備
品
登
録
に
つ
い
て
要
否
の
確

認
不
足

物
品

購
入

を
含

む
業

務
委

託
契

約
に
つ

い
て

、
購

入
し

た
物

品
の

備
品

登
録
の

要
否

を
確

認
し

、
必

要
に

応
じ

て
登
録

を
す
る
。

Ａ
物
品
取
得
時
に
備
品
登
録

の
要
否
を
複
数
の
目
で
確

認
Ａ

備
品
出
納
簿
に
記
載
を
完

了
し
た

課
内
で
情
報
を
共
有
す
る
為
の

話
し
合
い
の
場
が
な
か
っ
た

課
内

で
情

報
共

有
が

出
来

る
よ

う
、
最

低
で

も
月
に

1
回
は

課
内

会
議

を
実

施
す

る
Ｃ

必
要
な
時
に
開
催
す
る
の

で
は
な
く
、
最
低
月
１
回

は
課
内
会
議
を
実
施
す
る

Ｂ
担
当
に
任
せ
き
り
に
な
ら

な
い
よ
う
、
定
期
的
に
情

報
の
共
有
を
図
る

各
担
当
者
の
業
務
分
担
が
明
確

で
な
か
っ
た

職
務
分
担
表
の
作
成

Ｂ
職
務
分
担
表
の
作
成
を
し

た
が
、
負
担
の
偏
り
が
あ

り
、
改
善
が
必
要

Ａ

負
担

の
偏

り
が

無
い

よ
う
、
年
度
末
に
課
内
で
話

し
合
い
分
担
表
を
作
成
す

る

3
3

進
捗
管
理
の
未
実

施

業
務

の
進

捗
管

理
の

未
実

施
、

未
確

認
に

よ
る

、
期

間
内

の
業

務
未
了
や
支
払
遅
延
の
恐
れ

担
当
職
員
の
財
務
事
務
に
関
す

る
理
解
、
認
識
不
足

地
方

自
治

法
、

財
務

規
則

等
、

財
務
事

務
に
関
す
る
知
識
を
深
め
る
。

Ａ

ミ
ス
の
多
い
事
例
や
注
意

事
項
を
ま
と
め
た
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
活
用

し
た
。

Ｂ
そ
れ
ぞ
れ
の
職
階
で
書
類

の
精
査
を
行
い
、
業
務
を

執
行
し
た
。

4
1

不
十
分
な
引
継
ぎ

人
事

異
動

や
担

当
者

の
不

在
時

の
事

務
引

継
が

十
分

に
行

わ
れ

な
い

こ
と

に
よ

り
業

務
が

停
滞

す
る
。

各
担
当
業
務
の
専
門
性
が
高
い

た
め
、
短
期
間
で
の
引
継
ぎ
が

困
難
。

各
種

業
務

に
つ

い
て

複
数

の
職

員
で
対

応
で

き
る

よ
う

副
担

当
制

を
と

り
、
課

内
で
進
捗
状
況
を
共
有
す
る
。

Ｂ
課
内
会
議
、
又
は
担
当
者

の
打
ち
合
わ
せ
を
随
時
実

施
Ｂ

担
当
者
不
在
時
に
も
対
応

で
き
る
事
案
が
増
え
た

引
継

ぎ
時

間
の

確
保

が
困

難
（
警
察
か
ら
の
出
向
職
員
）

・
内

示
後

、
双

方
協

議
の

上
、

十
分
な

引
継
ぎ
時
間
を
確
保

・
職
場
内
（
係
内
）
で
の
情
報
共
有

Ａ
内
示
か
ら
異
動
ま
で
の
期

間
が
延
長
さ
れ
た
。

Ａ
異
動
後
に
お
い
て
も
、
新

旧
担
当
の
連
絡
体
制
を
確

保
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
未
共
有

・
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備
・
共
有

・
担

当
者

不
在

時
の

留
意

点
等

、
こ
ま

め
な
情
報
共
有

Ａ
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成

し
各
担
当
が
共
有
。

Ｂ
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
整
備
さ
れ

つ
つ
あ
る
が
、
一
部
で
未

活
用
。

引
継
ぎ
内
容
の
精
査
が
不
足

通
年

に
お

い
て

業
務

内
容

の
整

理
、
必

要
な

手
続

き
に

つ
い

て
整

理
し

、
係
長

等
が
内
容
を
確
認
し
指
導
す
る

Ａ
事
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成

し
た

Ａ
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
業

務
を
遂
行
で
き
た

業
務
実
施
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

伝
達
不
足

業
務

着
工

や
支

払
時

期
等

の
整

理
、
進

捗
状
況
を
確
認
し
ま
と
め
て
お
く

Ｂ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
可
視
化

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
確

認
を
実
施
し
た

Ｂ
都
度
、
業
務
の
進
捗
状
況

や
支
払
事
務
に
つ
い
て
確

認
を
実
施
し
た

7
1

不
十
分
な
引
継
ぎ

人
事

異
動

や
担

当
者

の
不

在
時

の
事

務
引

継
が

十
分

に
行

わ
れ

な
い

こ
と

に
よ

り
業

務
が

停
滞

す
る
。

担
当
者
の
変
更
が
あ
っ
た
際
、

十
分
な
引
継
ぎ
が
な
さ
れ
て
い

な
い

事
業

ご
と

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

え
、
後

任
者

へ
ス

ム
ー

ズ
な

引
継

ぎ
を

行
う
。

ま
た
、
課
内
で
も
共
有
を
図
る
。

Ｂ
引
継
書
等
業
務
内
容
リ
ス

ト
を
作
成
し
課
内
、
係
内

で
も
共
有
す
る

Ｂ
後
任
者
が
遅
滞
な
く
業
務

を
遂
行
で
き
な
い
部
分
が

あ
っ
た

8
1

不
十
分
な
引
継
ぎ

人
事

異
動

等
で

事
務

引
継

ぎ
が

十
分

に
行

わ
れ

な
い

こ
と

に
よ

り
業
務
内
容
の
理
解
が
不
十
分

年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
手
順
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
化
が
出
来
て
い
な

い

課
内

（
担

当
・

係
長

）
で

情
報

共
有

し
、

年
間

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

や
手

順
を
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
す
る

Ｃ
一
部
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
作

成
に
着
手
し
た

Ｂ
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
活
用
し
、

ス
ム
ー
ズ
な
業
務
が
行
え

た

9
1

不
十
分
な
引
継
ぎ

異
動

時
や

担
当

替
え

の
際

に
十

分
な

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

が
な

く
事

務
の
遂
行
に
手
間
が
か
か
る

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
な
い
担
当
の
経

験
に
し
か
な
い
も
の
が
引
き
継

が
れ
て
い
か
な
い

担
当

が
変

わ
っ

て
も

引
き

継
い

で
い
か

れ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
・
更
新

Ｂ

担
当
課
に
向
け
た
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
作
成
を
す
る
こ
と

で
、
審
査
内
容
の
見
直
し

が
で
き
た
。

Ｂ
慣
例
に
よ
ら
な
い
審
査
を

心
が
け
、
疑
義
を
共
有
で

き
た
。

10
0

登
録

後
1
6
～

2
8

年
経
過
し
た
公
用

車
の
使
用

登
録

後
1
6
～

2
8
年
経

過
し

た
公

用
車

の
使

用
に

よ
る

事
故

リ
ス

ク

公
用
車
の
更
新
に
関
す
る
基
準

が
な
い
。

全
庁

的
な

公
用

車
の

更
新

基
準

の
検

討
、
作
成
を
行
う
。

Ｂ
更
新
基
準
の
検
討
を
行
っ

た
。

Ｃ
全
庁
的
な
運
用
に
至
っ
て

い
な
い
。

整
備
状
況
評
価

運
用
状
況
評
価

3
進
捗
管
理
の
未
実

施

業
務

委
託

契
約

等
に

お
け

る
進

捗
管
理

不
十
分
な
引
継
ぎ

人
事

異
動

や
担

当
者

の
不

在
時

の
事

務
引

継
が

十
分

に
行

わ
れ

な
い

こ
と

に
よ

り
業

務
が

停
滞

す
る
。

1
不
十
分
な
引
継
ぎ

業
務

の
進

捗
状

況
が

課
内

で
共

有
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
為

、
協

力
を

得
ら

れ
ず

、
業

務
の

達
成

が
困
難
に
な
る

1

リ
ス
ク

N
o
.

リ
ス
ク
概
要

リ
ス
ク
の
具
体
的
内
容

考
え
ら
れ
る
根
本
原
因

対
応
策

No
. 652
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   表４については以下のとおりです。 

 

ア リスクＮｏ．３：進捗管理の未実施 

No.１は過去の財務監査で、委託料で取得した備品類の備品台帳への登録漏れについ

て指導したもので、この監査結果を受けてリスクとして取り上げたものです。備品購

入費で取得した備品類は事務手続上、漏れなく台帳へ登録されますが、それ以外の委

託料や工事費等で取得した場合は担当者が意識的に事務手続を行わないと登録できま

せん。そうした手続を「複数の目で確認」する体制を整え、台帳登録を行ったとする内

容で、整備状況、運用状況ともに改善しＡ評価としています。 

No.２は業務の進捗管理を課内で共有してこなかった事例です。整備状況はＣ評価で

すが、改善の方向として「最低月１回は課内会議を実施」するとし、運用状況について

も「担当者に任せきりにならないよう」取り組むとしています。更に「職務分担表」を

作成し、業務の見える化を図りましたが、その結果として整備状況は「負担の偏りがあ

り、改善が必要」としてＢ評価とし、運用状況は「負担の偏りが無いよう、年度末に課

内で話し合い分担表を作成する」としてＡ評価としています。評価の是非はともかく、

このようにリスクへの対応を一度整備して良しとするのでなく、不備などないか確認

し、改善の取組につなげることが重要です。 

 

イ リスクＮｏ．１：不十分な引継ぎ 

No.４は専門性が高く、短期間での引継が困難な業務の引継について、副担当制をと

り、かつ課内で進捗状況を共有することで業務に漏れがないように取り組むとしたも

のです。整備状況はＢ評価で会議等を随時設け情報共有を図った結果、運用状況もＢ

評価で「担当者不在時にも対応できる事案が増えた」と取り組みの成果が上がってい

る状況がわかります。 

また、No.５は外部からの出向職員の引継についてです。上田市は令和５年度の定期

異動から内示時期を１週間程度早めました。その結果、「双方十分な引継ぎ時間を確保」

できたとし、また「異動後においても、新旧担当の連絡体制を確保」することで業務の

停滞を防止する取組ができていると評価しています。 

No.８は「年間スケジュールや手順のマニュアル化が出来ていない」ため、業務が遂

行できないというリスクを取り上げ、整備状況をＣ評価としています。しかし内容を

見ると「一部マニュアル等の作成に着手した」とあり、改善が進んでいます。また、運

用状況はＢ評価で作成した「マニュアルを活用し、スムーズな業務が行えた」とあるよ

うに、改善の効果が表れています。 

 

ウ リスクＮｏ．０：非財務リスク 

No.10は令和５年度財務監査で指導事項としたもので、「登録後 16～28年経過した公

用車の使用による事故リスク」です。対応策として「全庁的な公用車の更新基準の検

討、作成を行う。」とし、整備状況はＢ評価で「更新基準の検討を行った。」とし、運用

状況はＣ評価で「全庁的な運用に至っていない。」としています。監査結果に対する措

置としては十分な取組とは言えませんが、課題として取り上げ、進捗状況を記入する
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ことで改善への取組につながることになります。今後の対応に期待できます。 

No.12は「不適切保育の発生」をリスクとして取り上げています。園児の生命に危害

が及ぶリスクをはらんでおり重大なリスクと言えます。発現する根本原因は様々あり

ますが、「職員に対する研修、啓発」を地道に行うなかで、「研修計画の作成」や「施設

内でチェックする体制の構築」による不断の取組が重要です。こうした重大なリスク

に対しては、内部統制をより細分化し、整備状況や運用状況をきちんと評価すること

が重要です。 

 

エ リスクＮｏ.51：不十分な資産管理 

No.15は監査をきっかけとして、出捐金の内容を改めて確認したところ、これまでの

数値に誤りがあったことを発見した経験から「根拠に基づかない（前例踏襲）確認」を

なくし、「確認時点毎、資産の明細・目録等を確認」することを事務ミスの未然防止取

組として取り上げたものです。「正しいだろう」という思い込み（前例踏襲）をなくす

ことが内部統制の第一歩です。 

No.18は財務監査で指導事項として取り上げたもので、多数の普通財産が適切に管理

できておらず、全体を把握できていない状況の改善を求めたものでした。そうした指

摘を受け止め、できるところから「時間はかかるが、１件ずつ現地確認」を行うとして

おり、土地台帳の整備を進めている状況が確認できます。 

 

オ リスクＮｏ．34：横領 

No.23は横領を防ぐため、現金領収書の管理の徹底を選択しています。対応策の一つ

に「現金領収書の書き損じの処理の徹底」を挙げ、整備状況で「書き損じた際にその都

度処理を指示し、報告」するルールを課内に設けたことでＡ評価としていますが、運用

状況で「指示したが書損処理がされていない事例があった。」としてＢ評価としていま

す。取組状況を率直に記入することで、リスク管理がより進み、事務手続の改善につな

がることが期待できます。 

 

カ リスクＮｏ．48：受入内容のミス 

No.27は給食センターが抱える納入物資の不足、欠品、梱包不良といったリスクへの

対応状況です。納入業者による納入量、納品数を確実にチェックするための方法の一

つとして、「細かなものは総重量をあらかじめ記載し」漏れなく検品することを対応策

に挙げています。整備状況ではそのルール化を徹底しＡ評価、運用状況では「総重量を

あらかじめ記載しておいたことで確実な検収ができた。」としてＡ評価としています。

このようにリスク未然防止するルール整備とそのルールを確実に行う運用の両輪があ

って内部統制は生かされます。また、運用の中で、ルールに不備や不足があればその都

度、ルールを改め、未然防止手続の向上を図ります。 
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第３ 監査意見 

監査の結果、各現場の業務において内部統制の趣旨や目的の理解、事務ミス防止の取組が

一定程度、進んでいることが確認できました。 

Ⅰでは、前年度との比較評価を導入したことで、現状の取組が前年度との比較により再評

価され、その結果、一部で◎：改善や△：後退又は取組不十分という評価がなされました。

◎・△どちらも、各評価者が前年度の取組に向き合い、課題を受け止めたものと評価できま

す。前年度との比較評価は、内部統制のＰＤＣＡに効果があるといえます。 

●：現状維持は曖昧な評価基準であったことから、評価内容にばらつきがあり、評価の正

確な測定ができないといった課題が明らかとなりました。内部統制制度の導入に際して、評

価部局の評価が正しく行われるためにも正確な評価基準を設ける必要があります。 

Ⅱでは、過去の監査結果や各課所で起こった事務ミス等をリスクとして取り上げ、未然防

止の取組ルールを整備し、運用の中で内部統制に効果があるか検証し、不備等があれば改善

する状況が一部ですが確認できました。 

本報告書では触れていませんが、ヒアリングにおいてⅠで取組不十分と評価した項目をⅡ

でリスクとして取り上げ、対応策や事後対応の状況等を記入し、さらに内部統制を進めてい

る状況も確認できました。 

令和５年度から２年度にわたり、内部統制質問書により上田市の内部統制の取組等を調査・

分析し、課題の整理、提言を行いました。財務監査の実地監査では質問書に基づき内部統制

の目的や趣旨、各課所の取組の評価できる点、改善が必要な点など意見交換しながら説明し、

理解を求めてきました。今後は内部統制の取組を全職員に波及させ、導入を進めていく必要

があります。先進事例を参考とするならば、導入に要するコストに対する得られる便益との

バランスを考慮し、まずは重要性の大きいリスクに絞って、優先的に取り組むことから始め、

市長のリーダーシップのもと、内部統制の趣旨と目的を職員全員が理解しながら導入を進め

ていくことが考えられます。 

内部統制制度導入が努力義務であるからこそ、その必要性は丁寧な説明を必要とします。

実効性のある上田市独自の内部統制を構築されていくことを期待します。 
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参考資料 

１：定例監査等基本調書 「調書９を作成するにあたって」（調書９説明資料） 

 

 

 

 

調
書
９
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て

⑴
作
成
者
を
中
心
に
、
課
所
・
係
/
担
当
内
で
話
し
合
っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

内
部
統
制
質
問
書
は
R
7
は
行
い
ま
せ
ん

⑵
昨
年
度
（
R
5
は
調
書
3
）
と
の
変
更
点

①
調
書
９
-Ⅰ

・

②
調
書
９
-Ⅱ

・ ・
そ
の
際
、
次
の
ア
～
ウ
を
参
考
に
、
重
大
な
リ
ス
ク
と
な
り
う
る
事
務
・
事
業
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

特
に
ア
で
個
別
に
指
摘
等
が
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
優
先
的
に
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

ア
：
「
令
和
5
年
度
定
期
監
査
結
果
報
告
書
」
第
1
回
、
第
2
回

イ
：
「
令
和
5
年
度
行
政
監
査
結
果
報
告
書
」

ウ
：
「
不
適
切
事
案
、
事
務
処
理
上
の
リ
ス
ク
の
調
査
結
果
」
　
　
（
令
和
5
年
度
、
行
政
管
理
課
）

・
・
・
極
め
て
重
大
な
リ
ス
ク

・
・
・
重
大
な
リ
ス
ク

・
・
・
わ
り
と
重
大
な
リ
ス
ク

〈
リ
ス
ク
評
価
〉

〈
リ
ス
ク
マ
ッ
プ
〉

■
重
要
度

■
リ
ス
ク
発
現
の
影
響
度

（
理
事
者
が
説
明
を
問
わ
れ
る
（
市
組
織
全
体
の
問
題
）
）

（
部
局
長
が
説
明
を
問
わ
れ
る
（
部
レ
ベ
ル
の
問
題
）
）

（
課
長
等
が
説
明
を
問
わ
れ
る
（
課
所
レ
ベ
ル
の
問
題
）
）

（
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
の
み
）

（
説
明
不
要
）

■
影
響
度

ﾙ
ｰ
ﾙ
等
が
あ
り
、

■
ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
ｺ
ﾝ
ﾄ
ﾛ
ｰ
ﾙ

（
＝
市
民
、
事
業
者
へ
の
影
響
の
度
合
い
）

定
期
的
に
見
直
し
し
て
い
る

特
段
の
取
り
決
め
が
な
い

★
参
考
★

［
重
大
な
リ
ス
ク
の
見
え
る
化
］

例
１
：

昨
年
度
は
Ｃ
評
価
だ
っ
た
項
目
が
、
事
務
の
見
直
し
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
を
行
っ
た
の
で
、
Ｂ

（
一
部
で
き
て
い
る
）
と
評
価
し
た
。
改
善
し
た
の
で
「
◎
」
。
（
B
列
に
◎
）

例
２
：

評
価
は
昨
年
度
と
同
じ
Ｂ
だ
が
、
事
務
の
見
直
し
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
が
一
部
で
進
ん
で
い

る
。
改
善
し
た
の
で
「
◎
」
。
（
B
列
に
◎
）

例
３
：

新
規
事
業
に
着
手
し
た
結
果
、
多
忙
な
ど
の
理
由
で
十
分
取
り
組
め
ず
、
評
価
を
Ａ
か
ら
Ｂ
に

下
げ
た
。
新
た
に
発
生
し
た
課
題
等
に
よ
り
取
組
が
不
十
分
だ
っ
た
の
で
「
△
」
。
（
B
列
に
△
）

◆
左
の
表
（
重
大
な
リ
ス
ク
）
を
、
さ
ら
に
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と

で
、
緊
急
の
度
合
い
（
赤
＝
高
い
→
速
や
か
に
対
応
）
が
わ
か
り
ま
す
。

で
き
て
い
な
い
該
当
な
し

一
部
で
き
て
い
る

Ｂ

良
く
で
き
て
い
る

Ａ

後
退
又
は
新
た
に
発
生
し
た
課

題
等
に
よ
り
取
組
が
不
十
分

だ
っ
た

（
＝
定
期
的
に
処
理
す
る
事
務
等

で
、
業
務
量
が
多
い
・
処
理
が
複

雑
）

現
状
維
持

重
大
な
リ
ス
ク
と
な
り
う
る
事
務
・
事
業
を
２
つ
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
い
。

→
そ
の
リ
ス
ク
の
「
重
要
度
が
高
く
」
、
発
現
し
た
場
合
に
「
影
響
度
が
大
き
い
」
も
の
の
両
方
又
は
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
も
の

改
善
し
た

◎ △ ●

N
o
.1
～
N
o
.2
0
に
つ
い
て
Ａ
～
Ｄ
の
自
己
評
価
し
た
う
え
で
、
そ
の
取
組
が
昨
年
度
と
比
較
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
、
例
を
参
考
に
３
段
階
（
◎
、
△
、
●
）
で
評
価
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｃ
Ｄ

（
考
え

方
）

・
ア
～

ウ
資

料
の
掲

載
場
所

Ｌ
ド
ラ

＞
K
監
査
委
員

事
務
局

＞
01
_
財
務
監
査

（
定
期

）

＞
Ｒ
６

＞
■
調

書
９
関

係
資
料

（
リ
ス

ク
例
）

※リスクマップ等は長野県内部統制制度等を参照し加工したもの。 

（令和４年度上田市職員研修資料） 
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２：令和６年度定例基本監査等基本調書（調書９） 

 

 

  

（
調

書
９

）
（
R
6
特
定
行
政
監
査
）

Ⅰ
内

部
統

制
手

続
の

取
組

状
況

⇒
こ
の
調
書
は
、
令
和

５
年
度
の
取
組
を
自
己
評
価
す
る
も
の
で
す
。

⇒

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

風
通
し
の
よ
い
職
場
づ
く
り

相
談
し
や
す
い
人
間
関
係

定
期
的
な
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
個
別
相
談

報
告
、
連
絡
、
相
談
の
習
慣

チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
確
保

実
効
性
の
あ
る
チ
ェ
ッ
ク
の

実
施

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
、
作
業
手
順
書
（
概
要
書
等
）
等
の
整
理
活
用

ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
確
実
な
実
施
（
可
視
化
）

複
数
担
当
制
（
副
担
当
が
定
期
的
に
事
務
処
理
）

担
当
外
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
（
完
了
検
査
等
）

現
地
調
査
、
事
務
調
査
等
適
切
な
内
容
確
認

保
管
場
所
の
明
確
化
、
情
報
共
有

会
計
書

類
、
財
産
の
適
切
な

管
理

適
切
な
保
管
状
況
の
確
保
（
施
錠
、
台
帳
、
パ
ス
ワ
ー
ド
）

物
品
、
備
品
の
整
理
整
頓

理
解
促
進
の
取
組

研
修
の
実
施
、
研
修
の
受
講

会
計
課
検
査
指
導
事
項
、
事
務
ミ
ス
事
例
集
活
用

不
適
切
事
案
発
生
時
の
対
応

情
報
共
有
、
原
因
分
析
、
再
発
防
止
策
策
定
・
実
行

制
度
の

仕
組

や
事

務
処

理
手

順
、
財

務
事

務
シ

ス
テ

ム
の

確
実
な
理
解

規
則

、
要

綱
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
、
引
継
書
等
の
整
備

整
理
・
確
認

変
更
点
の
確
認
、
修
正

確
実
な
引
き
継
ぎ
等
、
理
解
の
共
有

課
内
・
関
係
課
等
と
の
勉
強
会
の
開
催
等
O
J
T
の
実
施

事
務
の
確
実
な
進
捗
管
理

事
務
処
理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
処
理
期
限
）
の
可
視
化

関
係
者
間
で
の
情
報
共
有

定
期
的
な
進
捗
管
理
、
打
ち
合
せ
の
実
施

内
 
部

 
統

 
制

 
質

 
問

 
書

所
属
名

N
O

大
分
類

中
分
類

対
応
策

自
己
評
価

摘
　
要

（
取
組
状
況
・
課
題
）

昨
年
度
の
内
容
（
R
5
調
書
3
）

を
確
認
し
、

　
・
取
組
状
況
に

改
善

が
あ
っ
た
も
の
は
「

◎
」
、

　
・
後
退

又
は
新
た
に
発
生
し
た
課
題
等
に
よ
り

取
組
が
不
十
分

だ
っ
た
も
の
は
「

△
」
、

　
・
現
状
維
持
は
「
●
」

を
選
択
し
、
「
摘
要
」
欄
に

取
組
状
況
・
課
題

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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Ⅱ
リ

ス
ク

（
財

務
・

非
財

務
事

務
ミ

ス
）

防
止

取
組

状
況

①
　
ま
ず
別
シ
ー
ト
「

９
（
説
明
）

」
の
（
２
）
-
 
②
の
説
明
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

②
　
次
に
、
リ
ス
ク
の
高
い
事
務
を
２
つ
取
り
上
げ
、
項
目
に
従
い
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

③
　
取
り
上
げ
る
事
務
が
、
財
務
事
務
の
場
合
は
別
シ
ー
ト
「
9
（
リ
ス
ク
例
）
」
か
ら
選
択
し
、

④
　
そ
の
リ
ス
ク
例
に
当
て
は
ま
ら
な
い
事
務
の
場
合
（
非
財
務
事
務
）
は
「
9
（
リ
ス
ク
例
）
」
に
こ
だ
わ
ら
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

1 2

・
財
務
事
務
の

「
リ
ス
ク
例
」

は
、
別
シ
ー
ト
「
（
選
択
）
リ
ス
ク
例
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

非
財
務

事
務
は
、
各
課
固
有
の
事
務
事
業
に
係
る
事
務
手
続
な
ど
で
す
。

・
成
果
指
標
（
K
P
I
）
に
は
、
可
能
な
限
り
数
値
目
標
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
例
：
○
○
を
3
ヶ
月
に
1
回
実
施
）

・
関
連
部
署
/
課
に
は
当
該
対
応
策
を
連
携
し
て
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
部
/
課
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
重
要
度
」
、
「
発
現
の
影
響
」
欄
は
、
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

運
用
状
況
評
価

改
善
内
容

結
果

改
善
内
容

①

リ
ス
ク
の
具
体
的
内
容

影
響
度

結
果

進
捗
状
況

取 組 内 容

考
え
ら
れ
る
根
本
原
因

対
応
策

成
果
指
標

関
係
部
署
/
課

担
当
者

③②

リ
ス
ク
概
要

重
要
度

整
備
状
況
評
価

取 組 内 容

③

選
択
し
た
リ
ス
ク
N
o
.

考
え
ら
れ
る
根
本
原
因

対
応
策

成
果
指
標

関
係
部
署
/
課

担
当
者

①

リ
ス
ク
の
具
体
的
内
容

影
響
度

②

結
果

改
善
内
容

結
果

改
善
内
容

進
捗
状
況

所
属
名

選
択
し
た
リ
ス
ク
N
o
.

リ
ス
ク
概
要

重
要
度

整
備
状
況
評
価

運
用
状
況
評
価
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３：財務に関する事務についてのリスク例 

 

  

No. 分類 リスク 具体例
0 （数式を削除し直接入力してください）

1 不十分な引継ぎ
人事異動や担当者の不在時の事務引継が十分に行われないことによ
り業務が停滞する。

2 説明責任の欠如
担当事務が法令等に基づき適切に執行されていることを、相手方に
納得できるように説明できない。

3 進捗管理の未実施 業務の実行過程において、業務の進捗状況を管理していない。

4 情報の隠ぺい
長の判断を仰ぐべき問題に関して、担当者が情報を上司に隠したた
めに、問題が拡大する。

5 業務上の出力ミス 申請内容と異なる証明書をシステムに出力指示する。
6 郵送時の手続きミス 公印を押さずに書類を郵送する。
7 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。

8 意思決定プロセスの無視
新規業務を始める際に、業務の開始に関する意思決定プロセスを無
視する。

9 事前調査の未実施 新規業務を始める際に、市場調査等の事前調査を実施しない。
10 職員間トラブル 職員間において、担当業務を押しつけ合う。
11 委託業者トラブル 業者に委託した内容が、適切に履行されない。
12 システムダウン コンピュータシステムがダウンする。
13 コンピュータウィルス感染 コンピュータシステムがウィルスに感染する。

14 ブラックボックス化
エラー内容が専門的であり詳細な内容を把握できない。メンテナン
ス経費の積算が妥当であるか判断できない。

15 ホームページへの不正書込 ホームページに不正な書き込みをされる。
16 予算消化のための経費支出 予算に剰余が生じた場合でも、経費を使い切る。
17 不適切な契約内容による業務委託 不適切な契約・入札条件を設定して業務を委託する。
18 不正要求 介護ワーカーの不正請求を見過ごす。
19 不当要求 不当な圧力に屈し、要求に応じる。
20 書類の偽造 職員が申請書類を偽造し、減免処理を意図的に改ざんする。
21 書類の隠ぺい 意図的に課税資料を隠ぺいする。
22 証明書の発行時における人違い 申請者を誤って証明書を発行する。
23 証明書の発行種類の誤り 申請内容と異なる証明書を発行する。
24 なりすまし 申請資格のない者に申請資格を与えてしまう。

25 個人情報の漏えい・紛失
職員が住民の個人情報等の非公開情報を取得し、外部に漏えいす
る。

26 機密情報の漏えい・紛失
職員が業者と結託して、入札の際に特定の業者に有利に働くような
情報を漏えいする。

27 不正アクセス コンピュータシステムが外部から不正アクセスを受ける。

28 ソフトの不正使用・コピー

ソフトウェアのライセンスを一部しか取得せずに、組織的な経費節
減のために意図的にソフトウェアの違法コピーをする。職員等が職
場のPCにおいて、個人使用目的でソフトウェアを不正にコピーす
る。

29 違法建築物の放置 建築確認等の手続きを怠って違法建築をされた建物を放置する。
30 勤務時間の過大報告 勤務時間報告を過大に報告する。
31 カラ出張 カラ出張をする。
32 不必要な出張の実施 業務上不必要な出張により経費支出を行う。
33 収賄 外部業者との契約の際に、業者担当者から賄賂の申し出を受ける。
34 横領 現金を意図的に横領する。
35 契約金額と相違する支払 契約と異なる金額を支払う。
36 不適切な価格での契約 不適切な価格での契約を受け入れる。
37 過大計上 過大徴収 証明書の発行手数料を過大に徴収する。
38 架空計上 架空受入 委託業者からの納品に関して、架空の受入処理を行う。
39 過少計上 過少徴収 証明書の発行手数料を過少に徴収する。
40 計上漏れ 検収漏れ 委託業者からの納品に関して、検収印を押し忘れる。
41 財務データ改ざん 意図的に財務データを改ざん処理する。
42 支払誤り 経費の支払に際して、相手先からの請求額よりも過大に支払う。
43 過大入力 収入金額よりも過大な金額を財務会計システムに入力する。
44 過少入力 収入金額よりも過少な金額を財務会計システムに入力する。
45 システムによる計算の誤り 給与システムにおける給与及び源泉徴収控除等の計算を誤る。
46 データの二重入力 財務会計システムにデータを二重入力する。
47 二重の納品処理 委託業者からの納品に関して、二重に受入処理を行う。
48 受入内容のミス 委託業者からの納品に関して、受入内容（品目・価額等）を誤る。
49 システムへの科目入力ミス 財務会計システムへの入力時に、使用する科目を誤る。

50 科目の不正変更
財務会計システムへの入力時に、使用する科目を意図的に変更す
る。

51 不十分な資産管理
資産が適切に把握されていない。備品購入時において、発注内容と
異なる物品を収納する。

52 固定資産の非有効活用
把握しているホール等の公共施設、空き地、官舎等が有効利用され
ていない又は処分すべき資産を処分しない。

53 無形固定資産の不適切な管理 ソフトウェアの有効期限を適切に管理していない。
54 不適切な不用決定 本来継続使用可能な備品を不用決定する。
55 耐震基準不足 施設に必要な耐震基準を満たしていない。
56 現金の紛失 現金を紛失する。
57 二重記録 二重に廃棄又は売却処理を記録する。
58 二重発注 備品を二重に発注する。
59 発注価額の誤り 実際の価額よりも過大な金額で発注する
60 固定資産の処分金額の誤り 固定資産の処分金額を誤る。
61 固定資産の処分処理の漏れ 固定資産の除売却・貸与処理を漏らす。
62 固定資産の登録処理の漏れ 固定資産の登録を漏らす。
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（『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』「別紙３ 財務に関する事務についてのリスク例」

（総務省、平成 31年 3 月）に No.0 を追加。） 
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